
・ 法律実務基礎科目群では、具体的な紛争事案を素材として法的な問題を実務的に処理し、解決に導くための手

法を身につける。

・基礎法学・隣接科目群では、実定法とは異なる視点から法に対する理解の視野を広げる。

・展開・先端科目群では、実社会の最先端で生じている法的な問題にも対応することができる実力を身につける。

・ 働きながら法曹資格の取得を目指す社会人のニーズに合わせて、 「長期履修制度」を用意している。  

法学未修者の場合、勤務等の都合により標準修業年限の3年間では修了が困難と見込まれる際に、この制度を

利用することで4年間での長期履修を認めている。なお、法学既修者は3年間の長期履修となる。

。
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・入学まで本格的に法学を学んだことのない純粋未修者のため、基礎ゼミ等の導入教育にも力を入れている。

・ ＩＣＴ（情報通信技術）を通じ、社会人学生が同時双方向オンライン方式あるいは授業録画視聴により受講できる仕

組作りに取り組んでいる。

・ 実務法曹として活動するためには、紛争当事者との会話を通じて当該事案のどこに法的な問題が存するかを的確

に把握し、その問題に対処する方針を定め、そこから実際の交渉に入り、問題を解決に導くという姿勢が求められる。  

そこで、こうした能力を修得しているか否かを判定するため、基本的に対話形式を採っている授業の中での応答を

重視する。

法学未修者コースは3年以上、法学既修者コースは2年以上を在学して、修了所要総単位数を修得すること、か

つ最終学年時の成績についてＧＰＡが1.50以上である者に学位を授与する。

また、各年次の進級要件としては、指定する単位数以上の必修科目の修得およびＧＰＡが1.50以上であるほか、

法学未修者コースにおいては1年次から2年次への進級要件として共通到達度確認試験の成績が課される。ＧＰＡ

は、履修登録した科目の評価につき、Ａ＋評価4点、Ａ評価3点、Ｂ評価2点、Ｃ評価1点、Ｄ評価0点として、それ

ぞれの科目の単位数に乗じて算出することとしている。

学修成果の評価方法としては、各科目の筆記試験やレポート課題により起案（文章作成）の能力等を判断すること

によって、専攻が掲げる知識・能力の達成度を評価する。
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